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第 26回大阪市立小中学校事務研究大会  

大 会 実 行 委 員 長  小 山  純 大  

 

今年も、早くも半ばを過ぎ、本格的な夏を迎える季節となりました。学校では、運動会や校外行

事などの慌ただしさが過ぎ去ったのも束の間、１学期末の懇談や夏休みに行う業務の準備を進め

ているところではないでしょうか。 

さて、市事研では、新たな時代に対応した学校事務職員の果たすべき役割を探求し、より高度で

信頼ある確かな学校事務の実現と学校教育の充実に向け、今年度の研究課題を「次代へつなげる学

校事務を築く」とし、活動の重点を「責任と自覚ある学校事務の確立に向けた研究」「信頼に応え

る確かな学校事務の実践」「組織力の向上」として、研究を進めているところです。 

そのなかで、第 26回大阪市立小中学校事務研究大会実行委員会では、これまで学校事務職員が

培ってきたものを継承するとともに、学校事務の魅力を見つめ直し、次代に向け、これからの学校

について会員の皆さまとともに考えていきたいという思いから、大会サブテーマを「ともに語り、

創造する 新時代の魅力ある学校」とし、大会当日に向けて準備を行っているところです。 

研究部からは、年間を通した財務運営サイクルや効率的かつ有効な財務運営が各学校で進めら

れるよう、昨年度行った発表を踏まえつつ進めてきた実践内容を中心に研究発表を行う予定です。 

そのあとには、学校事務を取り巻く現状やこれからの学校事務について、ご参加される皆様とと

もに考えることができるような内容を企

画しています。 

先日、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）は、

日本の小中学校教員の勤務時間が加盟

国・地域などのなかで最も長いとする調

査結果を発表しました。学校の働き方改

革における取組が進むなか、学校事務職

員に対する関心は以前にも増して大きく

なっています。そのようななかで、どうい

った役割を担っていくべきなのかなど、

これからの学校事務について皆様ととも

に考える大会にしたいと思います。 

（１） 
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令和元年５月 24日（金）大阪市立港区民センターにおいて研修会を開催した。 

 寝屋川市 経営企画部 都市プロモーション課 係長 岡元 譲史 様より「学校徴収金及び

学校給食費の未納対策について」と題し、ご講演いただいた。 

岡元様が寝屋川市に入庁されてから 12年の間、支払督促や取立訴訟などの裁判所を通じた回収

手続きを行うなど、督促業務に従事されていたご経験を基に、滞納整理にかかる性質やポイントに

ついて、関係法令を踏まえ、技術的な面や精神的な面から未納対策について説明していただいた。 

はじめに、民法や地方自治法の条文を交えながら、自治体の歳入歳出予算として管理し、「市長」

又は「教育長」が債権者となる公会計（学校給食費）と、公会計には組み入れず学校限りで管理し、

「学校長」が債権者となる私会計（学校徴収金）の違い

や、自力執行権がある時とない時で債権の対応が異なる

点など、滞納整理における性質について述べられた。 

次に、滞納整理における戦略として、「予防」「早期対

応」「強制徴収」の三つについて述べられた。一つめの「予

防」については、そもそも滞納が発生しなければ督促業

務を行う必要はなく、納付者自らが納付を行うことが理

想である。そのための具体策として、「納付する必要があること」を周知徹底し、「滞納することは

恥ずかしいこと」とイメージを付けることで滞納を「予防」すること、通知書などの文書を作成す

る際に、文字だけではなくイラストや写真を添えて分かりやすい内容にすることで、新規滞納者を

「予防」することなどを挙げられた。二つめの「早期対応」については、滞納が生じた場合は早期

に対応し、時期を逸脱した対応とならないよう、滞納を長期化させないことが肝要である。三つめ

の「強制徴収」については、真面目に納付している人がいるなかで不平等が生じないよう、また「逃

げ得」を許さないためにも納付を求め続け、場合によっては裁判所を利用した回収手続きを行うこ

とが必要であると述べられた。 

滞納整理業務は滞納者との衝突も多く、取り組まなければならないと分かっていても、どうして

も気が重く感じられることがある。そのため、滞納者と納付折衝を行う際には先ほどの三つの戦略

を踏まえたうえで、「滞納者の納付意識や資力、問題点を把握する」「制度についての説明や問題解

決につながりそうな情報提供を行う」など、滞納者に対して「この

職員の情報量・知識には敵わない」「この職員なら助けてくれそう」

と感じさせることで不要な衝突を防ぎ、お互いが精神的に疲労しな

いように取り組みを進めることが大切であると述べられた。 

最後に、「鏡は先に笑わない」という言葉があるように、自身が笑 

（２） 

研修会 「学校徴収金及び学校給食費の未納対策について」 

寝屋川市 経営企画部 

都市プロモーション課 係長 岡元 譲史 様 
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わなければ鏡に映る自分も笑わない。相手に求めるだけではなく、担当者として提供できるものは

ないかどうかを考えること。相手から言われた言葉に傷ついて嫌な気持ちになったとき、周りの人

からかけられた言葉をすべて受け入れていないか。人間の命となる食べ物は選りすぐるのに、心を

つくる言葉に鈍感になっていないか。また、「つらい」「しんどい」と思うことで終わるのではなく、

その業務に「価値」（やりがい・存在意義）を見つけることで前向きに取り組めるようになる。今

回の研修を通して、組織や社会にとっての価値や自分自身の価値を見出していただき、未来を創る

子どもたちの支えとなる皆様のお力になることができれば幸いですと述べられ、研修会を締め括

られた。 

 

研修会アンケートより（一部抜粋） 

    ・滞納についての督促の方法や、メンタル面についてのことなど、今後の仕事 

     に役立つことを学ぶことができた。（中学校・５年未満） 

    ・とても有意義な研修会でした。未納対策については、日々考えさせられる仕 

     事の一つです。これからも、今日の研修のことを活かしながら、頑張りたい 

と思います。（小学校・11～20年） 

    ・未納についてだけでなく、人間関係や保護者と 

の対応についてなど、前向きに多様なパターン 

に役立てられそうな内容でした。話しぶりも、 

大変聞きやすく、楽しく理解できました。 

（中学校・21年以上） 

 

 

 

令和元年５月 24日（金）、大阪市立港区民センターにて研修会終了後、引き続いて令和元年度総

会を開催し、すべての議案について承認された。 

第１号議案 平成 30年度 事業報告 

第２号議案 平成 30年度 会計決算報告 

第３号議案 平成 30年度 監査報告 

第４号議案 令和元年度 役員等選出について 

第５号議案 令和元年度 事業計画（案） 

第６号議案 令和元年度 会計予算（案） 

 

 

 

 

 

 

（３） 

すべての議案についてご承認いただき、ありがとう

ございました。 

ご承認いただいた事業計画を基に適正かつ効果的な

研究会活動を進めてまいります。今後とも、会員の皆

様のご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 

令和元年度 総会開催 
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（５） 

 令和元年度 幹事会名簿 

行 政 区 名  前 所  属 担当役員 

北    

都 島    

福 島    

此 花    

中 央    

西    

港    

大 正    

天 王 寺    

浪 速    

西 淀 川    

淀 川    

東 淀 川    

東 成    

生 野    

旭    

城 東    

鶴 見    

阿 倍 野    

住 之 江    

住 吉    

東 住 吉    

平 野    

西 成    

 



 

 

 

１ 今年度の活動について 

（１）事務局 会報 213号発行 

（２）研究部 学校事務ハンドブック（財務運営編）の改訂について 

（３）研修部 実務研修会開催予定、ホームページに５月 24日実施の研修会資料を掲載 

２ 第 26回 大阪市立小中学校事務研究大会について 

  ９月 19日（木）大阪市教育センター講堂において開催予定 

３ 業務連絡 

・学校維持運営費等予算について 

・業務マニュアル更新について 

・備品の棚卸しについて 

・その他 

 

 

大阪府公立学校事務研究会 定期総会 

令和元年５月 31日（金）エルおおさか（大阪府立労働センター）において、第 28回定期総会が

開催された。次の議事のとおり進行し、すべての議案について賛成多数で承認された。 

 ①2018年度（平成 30年度）事業報告について 

 ②2018年度（平成 30年度）会計決算報告並びに監査報告について 

 ③2019年度（令和元年度）役員等の選出について 

 ④2019年度（令和元年度）事業計画（案）について 

 ⑤2019年度（令和元年度）会計予算（案）について 

 

 他団体日程等 

第 51回全国公立小中学校事務研究大会（岡山大会） ８月 ８日（木） ～ ９日（金） 

第 37回政令指定都市学校事務職員研究協議会（さいたま市） ８月 19日（月） ～ 20日（火） 

第 28回大阪府公立学校事務研究大会 11月 １日（金）   

 

 

 

 

 

 

          

（６） 

６月 18日（火）大阪市教育センターにおいて幹事会を開催しました。 

［編集後記］１学期の締め括りを迎えるにあたり慌ただしく

なってきました。夏休みにしっかりリフレッシュし、９月の

研究大会を迎えたいと思います。         （Ｙ） 


